
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第８２号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年４月５日（火） １１時４１分ごろ 

発生場所 京都府舞鶴市成生
なりゅう

岬北西方沖 

 成生岬灯台から真方位３２２°５.６海里付近 

（概位 北緯３５°４０.８′ 東経１３５°２４.１′） 

事故等調査の経過  平成２３年５月２７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート アイリーナⅢ、７.３トン 

 ２５０－２７９９１京都、株式会社ヤマハ藤田 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗船し、成生岬北西方沖で釣り場を移動中、平

成２３年４月５日１１時４１分ごろ機関が過熱して運転不能となり、救助

を求め、えい
．．

航されて帰港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １ 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項  本船は、機関の冷却水ポンプのゴムインペラが破損していた。 

船長は、１年ほど前に本船を借入れ以降、ゴムインペラを取り替えてい

なかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

 本船は、成生岬北西方沖で釣り場を移動中、冷

却水ポンプのゴムインペラが破損したことから、

機関が過熱し、運転できなくなって運航不能とな

ったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、成生岬北西方沖で釣り場を移動中、冷却水

ポンプのゴムインペラが破損したため、機関が過熱して運転できなくなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

 




